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Ⅰ　はじめに

　教員の大量退職，大量採用の影響等により，教員の経

験年数の均衡が崩れ始め，教員間の知識・技能の伝承が

うまくできない状況があり，継続的な研修を充実させて

いくための環境整備を図るなど，早急な対策が必要であ

るという危機感から，中央教育審議会は，教員の養成・

採用・研修の一体的改革を推し進めるべきであると答申

した。これを受け，文部科学省では，教員の養成・採用・

研修の一体的改革推進事業を実施した。

　本学は，平成２９年度「教職大学院と教育委員会の協

働による科目等履修制度を活用した専修免許状取得プロ

グラムの開発」，平成３０年度「教職大学院と教育委員会

の協働による研修の単位化を活用した専修免許状取得プ

ログラムの開発」の２つの推進事業を受け，養成・採用・

研修の一体化に向けて調査的研究を行った。

　その中で，研修講座の単位化を行うための科目等履修

制度を見直し，研修講座の単位化の道筋と課題に関して，

以下の２点を明らかにした。

①　県主催の研修講座は試験が付随していない。しかし，

単位化した場合は試験など受講者の学修成果を評価す

ることが必要となる。極端な場合は，授業化された悉

皆研修を受講はしたが「不可」となる場合もある。そ

うなれば，履修義務だけであった悉皆研修に修得義務

が生じることとなる。

②　研修講座を単位化＝授業化した場合，これにかかわ

る経費について検討が必要である。そこで，研修を効

果的・効率的に運用するため教職大学院と教育委員会

が共同で設置する組織が必要となる。

　これらの課題を解決するために，大学と教育委員会等

による教員研修の高度化・効率化を目指す取り組みが急

務であることを明らかにした。

Ⅱ　独立行政法人教職員支援機構・四国地域教職アライアンス

　令和元年，独立行政法人教職員支援機構（以下，

NITS）では，教職大学院等を有する大学との連携協力
協定の締結によって構築してきた全国的なネットワーク

をさらに推進し，教員研修の高度化，体系化，組織化の

実現に一層寄与することを目的として，地域における都
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道府県等と大学の連携・協働の拠点となる地域センター

を国内に設置した。これらの地域センターは，各地域，

所在する都道府県等と連携して，現職教員研修の高度化，

体系化に資する研修事業，教職大学院学生の単位修得に

資するプログラムの開設，教職員の資質能力の向上に資

する調査研究事業等を行うものである。四国地域の教員

養成大学である本学，香川大学，愛媛大学にセンターが

設置された。

　これまで，本学，香川大学，愛媛大学は，教職大学院

の連携等を進め，協働で四国地区の教員養成について議

論を重ねてきた。その実績を踏まえ，本学，香川大学，

愛媛大学の連携による教員研修の高度化を目指した組織

を「四国地域教職アライアンス」として設置した。

　この四国教職アライアンスは，四国地域の研修の高度

化を目指し，鳴門教育大学，香川大学，愛媛大学の３セ

ンター及び各県教育委員会が連携・協働し，広域連携型

の「四国地区次世代リーダー育成プログラム」を構築す

ることを目的に設置したものである。そのアライアンス

の事務局を本学センターに設置した。この組織を基盤と

して，「四国地域の次世代リーダー養成プロクラム」を

構築しようとするものである。

Ⅲ　教員研修における大学と教育委員会

　本学では，先に示した平成２９・３０年度の「教員の養成・

採用・研修の一体的改革推進事業」の取り組みとして，

教員研修に関する大学と教育委員会の連携強化をさらに

進め，徳島県教育委員会と本学で共同設置した「県教員

研修コンソーシアム」を基盤に検討・計画された「徳島

県主幹教諭・指導教諭研修」を徳島県教育委員会と共同

実施することにより研修の単位化に取り組んだ。これに

より，県教育委員会にとっては研修の高度化を，本学に

とっては研修の単位化の枠組みを構築することができる

体制が整ったことが大きな成果であった（鳴門教育大

学 ２０１８，２０１９）。しかし，デマンドサイドである教育

委員会とサプライサイドである大学という図式はそのま

ま維持された。

　一方，先に示したように，大学内に NITS・四国地域
教職アライアンス鳴門教育大学センターという研修施設

が設置されたことにより，大学内でも教員研修を行える

施設整備が整った。このことを受け徳島県教育委員会と

本学間で主幹教諭研修を受託事業として契約を交わすこ

ととなった。これをもって，教育委員会と大学が教員研

修というステージでデマンド・サプライという枠組みを

越えて議論実践することとなった。

Ⅳ　管理職養成の課題

１．教員育成指標と主幹教諭

　県教員研修コンソーシアムでの管理職養成に関わる議

論の中で，管理職の大量退職期を迎え，管理職の登用年

齢の若年化と在職期間の長期化が急速に伸長することに

より，ＯＪＴ的な管理職養成だけでなく，計画的な管理

職養成が喫緊の課題であることが明らかとなった。

　管理職養成に関する研修についての現状を見てみる

と，教員育成指標が整備されたことによって管理職に求

められる資質・能力が明らかとされた。そこで，教員育

成指標と教員研修の現状についてみることにする。

図１　独立行政法人教職員支援機構・四国地域教職アライアンス
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　徳島県の教員育成指標は，職階別に教諭用と管理職用

に分けられて示されている。キャリアステージとしては，

養成期（採用前），第１ステージ（基盤形成期），第２ス

テージ（伸長・充実期，深化・発展期），第３ステージ（熟

達期）が設定され，それぞれの時期に必要な資質・能力

が示されている。

　例えば，育成指標から教諭と管理職のマネジメントに

関する指標をみてみると，熟達期に位置する教員に対し

ては，「学校目標の達成に向け，「チーム学校」としての

組織力が発揮できるよう率先して工夫改善に努め，学校

全体の教育計画の作成に参画している。」と記載されて

いるだけで管理職の前段階としての具体的能力について

は示されていない。もちろん，すべての教員が管理職に

なるわけではないのでやむを得ないことでもある。

　一方，管理職の指標をみてみると，学校マネジメント

として，「企画経営力」，「組織づくり力」，「危機管理力」，

「学校資源整備・活用力」，「人材育成力」，「連携・交渉力」，

「職場環境づくり」と多岐にわたる指標が明記される。

つまり，育成指標の性質上，管理職に必要な資質とそれ

以前の教員の指標とには大きなギャップが存在してい

る。

　これまでの管理職に対する研修は任用後の新任校長・

教頭研修という形で行われることが多い。そうなると，

教員に対する管理職養成に関わる支援が不十分である。

さらに，管理職登用の若年化が進めば育成指標のキャリ

アステージの短期化が進み，現在のように，長期の教諭

としてのキャリアを経ずに管理職となる者も増えてくる

と考えられる。

　この点に関して，徳島県教員育成指標では，「主幹教

諭については，各校種の教諭用の指標における「第３ス

テージ（熟達期）」　の資質・能力に加え，管理職用の指

標における「教頭」につながる資質・能力を有している

ものとする。」と書き加えられている。このことより，

主幹教諭が管理職の前段階としての位置づけが明らかに

なり，管理職養成を見据えた主幹教諭研修の見直しが求

められた。

Ⅴ　Ｓｃｈｏｏｌ Ｌｅａｄｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ

　平成２７年度より，本学では，県教育委員会と連携し

て教諭の＜第３ステージ＞熟達期の研修として，主幹教

諭・指導教諭研修を実施してきた（大林他　２０１６，福田

他，２０１７）。この研修は，主幹教諭・指導教諭任用後の

教員に対して，２年間にわたり実施する研修である。

　しかし，県教員研修コンソーシアムでの議論で明らか

となったように，この研修は，主幹教諭・指導教諭の力

量形成を目指したもので，管理職養成の前段階として位

置づけられた研修ではない。そこで，教員育成指標の改

訂を受け，主幹教諭を管理職の前段階として位置づけ，

新たな主幹教諭研修を設定することとなった。

　一方，主幹教諭を管理職の前段階として位置づけ，研

修を実施する場合には，主幹教諭審査の在り方について

も検討する必要がある。これまで，主幹教諭の任用に関

しては，教頭任用審査を基に行ってきていた。そうなる

と，管理職としての若手の登用は進みにくく，また，学

校現場での実務の様子から将来の管理職候補であると考

図２　School Leader Management Project

3№３５



えられる教諭が存在しても，教頭昇任審査を受審しない

かぎり，主幹教諭としては任用されない。そこで県教育

委員会では，教頭任用審査と切り離し，主幹教諭任用審

査を実施することとした。鳴門教育大学センターではこ

の任用審査を経て主幹教諭として勤務している者及び教

育委員会など行政機関に勤務する者を対象として，主幹

教諭研修で管理職養成プログラムを実施することとなっ

た。

　期間は２年間とし，終了時には修了証明書を発行する。

これをもって，３年目の教頭任用審査の１次審査を免除

するインセンティブを与えるものである。

　さらに，教頭格として，教育機関等に勤務経験のある

教員を，校長としての資質・能力の養成のために「教職

大学院　学校づくりマネジメントコース」に進学させ，

その修了をもって校長任用審査１次試験を免除するイン

センティブを与える制度を構築した。この２つの制度に

より，教頭養成と校長養成を行うことを目的に「School 
Leader Management Project」と名付け，令和２年度より
教育施策として実施を始めた。

Ⅴ　主幹教諭研修の内容と方法

　先の教員育成指標の改訂を受け，主幹教諭に必要な能

力を，管理職用を参考に「企画経営力」，「組織づくり力」，

「危機管理力」，「学校資源整備・活用力」，「人材育成力」，

「連携・交渉力」，「職場環境づくり力」とし，その内容

を「徳島県教育施策の理解」，「組織マネジメント」，「メ

ンタルヘルスと働き方改革」，「教育行政と教育法規」，「学

校とリスクマネジメント」，「チーム学校と人材育成」，「い

じめ・不登校」，「特別支援教育」，「人権教育・道徳教育」

「学校と地域」，「リーダーシップ」，「カリキュラム・マ

ネジメント」とした。また，２年間１２回にわたる研修を

設定することで，単位化を見据えて，履修証明プログラ

ムとして設定することも可能となった。

　先に示したように，研修の単位化については，試験な

ど受講者の学修成果を評価することが必要となる。そこ

で，年度末に，大学教員と県教育委員会の担当者（教職

員課）の両者で面接試験を行い，最終的に修了証明書を

もってラーニングポイントとして将来の教職大学院への

進学も保証する枠組みを構築した。

　主幹教諭研修の全体的構造は，長期間にわたることと

勤務の中での課題を認識しつつ自己解決できる能力を養

成することを目的に，ある程度まで研修者が自分のペー

スで学べるよう，blended learning（Staker，Heather；
Michael B．Horn，２０１７）の１つである反転授業（flip 
teaching，溝上，２０１４）の形態をとることとした。反転

表１　主幹教諭研修プログラム⑴

年次
科目名 概　　要

事前学習 授業
時間数 単位

開講 開　講
予定日回 NITS教材 形態 時期

１年次
第１回

職務の基礎

教育大綱，教育
振興計画など教
育施策の実施に
関わる学校経営
について

第１回指導教諭・主幹教諭研修と兼ねる

講義・演習
・徳島教育大綱・振興計
画第３期と働き方改革
・コンプライアンス研修・
職務研修・実践報告

６時間 ０.４ １年次 ４月

１年次
第２回

学校組織マネジ
メント

学校経営と組織
マネジメントに
ついて

No１ 「学校組織マネジメントⅠ（学校内外
環境の分析）」
No２「学校組織マネジメントⅡ（学校ビ
ジョンの検討）」
No１９「学校組織マネジメントⅢ（人材育成）
～教職員が育つ学校づくり」
No５２「学校財務マネジメント」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ １年次 ６月

１年次
第３回

メンタルヘルス
と働き方改革

教職員のバーン
アウト，メンタ
ルヘルス

No３１「教職員のメンタルヘルス・マネジメ
ント～管理職に求められる個別対応～」
No５０「学校における働き方改革「先生が忙
しすぎる」をあきらめない。」
No５９「働き方改革時代の管理職に求められ
るタイムマネジメント・スキル」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ １年次 ７月

１年次
第４回

教育行政と教育
法規

教育行政の根幹
である教育法規
の具体的運用

No１１「教育と法Ⅰ（学習指導要領と教育課
程の編成）」
No１２「教育と法Ⅱ（生徒指導）」
No３９「教育と法Ⅲ」
No４０「教育と法Ⅳ」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ １年次 ８月

１年次
第５回

学校とリスク・
クライシスマネ
ジメント

防災教育・生活
安全・リスクマ
ネジメント・保
護者対応

No２６「災害安全～災害から生き抜く力を育
む防災教育～」
No２２「生活安全」
No４４「リスクマネジメント～学校の危機を
いかに防ぐか」
No６４「災害から考える　リスク・マネジメ
ント」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ １年次 １０月

１年次
第６回

チーム学校と人
材育成

協働性と同僚
性・学校組織と
教員エンパワー
メント

No３ 「チーム学校の実践を目指して」
No１６「人材育成とコーチング」
No４３「教育現場におけるコーチングコミュ
ニケーション」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ １年次 １２月
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学習の教材としては，NITSオンライン研修（https://
www.nits.go.jp/materials/）を活用することとした。　
　研修前に NITS教材を視聴し，勤務校の課題を明らか
にした上で研修を受講し，その中から解決のプランニン

グを考えるという構造である。さらに，管理職として必

要な教育法規に関する知識の習得とリーガルマインドの

涵養を目的に，それぞれの研修テーマに関する教育法規

の説明を毎回行うこととした。研修レポートは，NITS
教材を視聴した上で，勤務校もしくは自分の現状を照ら

し合わせて課題を記入した上で研修を受講し，その後，

勤務校でどのように取り組むか，その際の留意点は何か

をまとめて研修レポートとしてメールにて提出させるこ

ととした。

Ⅵ　令和２年度　主幹教諭研修

　令和２年度の主幹教諭研修はコロナ禍の影響を受け，

第１回目が実施できずオンライン（ZOOM）による開校
式並びに研修オリエンテーションとした。また，開講式

の運用状況を調査した結果，滞りなく実施できる確証を

得たため，予定された第２回を第１回目として実施する

こととなった，第１回は半日のオンライン配信（ZOOM）
となった。以降，第３回を第２回にというように繰り上

げて実施した。

　第２回，第３回については，徳島県教育委員会の研修

の実施状況を踏まえ，感染予防を実施しながらの研修と

なった。ただし，第１回が当初予定していた実施時間が

確保できなかったため，第２回目以降に必要な内容を組

み入れたり，新たな内容を取り入れたりして実施するこ

ととなった。特に，第２回目では，学校におけるコロナ

禍についての研修内容を盛り込んだ。

表３　主幹教諭研修　スケジュール

表２　主幹教諭研修プログラム⑵

時　間 内　　　容

９：００～ ○開会，諸連絡

９：０５～

○第１回研修の振り返り　講師：鳴門教育大学教職大学院

・課題レポートの紹介

・グループ演習

９：５０～ 休憩

１０：００～ ○講義・演習　鳴門教育大学教職大学院

１２：００～ ○昼食

１３：００～ ○講義・演習　鳴門教育大学教職大学院

１４：５０～ 休憩

１５：００～
○法規演習

「研修テーマに関する法規について」

１５：３０～ ○レポート作成

１５：５０～ ○諸連絡，アンケート記入，閉会

年次
科目名 概　　要

事前学習 授業
時間数 単位

開講 開　講
予定日回 NITS教材 形態 時期

２年次
第１回

いじめ・不登校

法的定義と社会
通念・学校の先
生方の戸惑い
・いじめ対策と
不登校対策

No８「いじめ対策のポイントといじめ防止
基本方針の改定」
No４８「いじめ問題に関する保護者との連携，
信頼関係構築の在り方」
No１５「教育相談に関するマネジメントの推進」
No４５「ネットいじめの未然防止及び解決に
向けた指導と対応」
No４７「不登校児童生徒の支援と教育相談」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ ２年次 ４月

２年次
第２回

特別支援教育

特別に配慮を要
する子どもと学
校・学級・教師・
保護者

No１７「特別支援教育の実際」
No２０「特別支援教育総論～　学習のユニ
バーサルデザイン・段階的な対応・合理的
配慮」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ ２年次 ６月

２年次
第３回

人権教育
道徳教育

人権教育　道徳
教育

No３０「人権教育」
No１３「生徒指導」
No５「道徳教育」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ ２年次 ７月

２年次
第４回

学校と地域
コミュニティー
スクール・学校
地域活性化

No２４「地域に開かれた学校」から「地域と
ともにある学校」へ
No５１「地域と共に創る教育～隠岐島前高校
の探究的な学びが目指すもの～」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ ２年次 ８月

２年次
第５回

学校のリーダー
シップ

リーダーシップ
研究の展開と課
題・リーダー
シップ・アプ
ローチの開発

No４９「地域の教育活性化とスクールリー
ダー」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ ２年次 １０月

２年次
第６回

カリキュラムマ
ネジメント

カリキュラムマ
ネジメント

No２１「カリキュラム・マネジメントとは」
No１８「総合的な学習の時間とカリキュラム」
No１０「総則とカリキュラム・マネジメント」

講義・演習
現在の勤務の現状報告
課題についてラウンド
テーブル

６時間 ０.４ ２年次 １２月
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Ⅶ　成果

　本研修は，現在進行中のものであるため，第４回目ま

での成果をまとめる。

　それぞれの研修終了後に，教員育成指標の管理職・熟

達期用を用いてそれぞれの研修に関してアンケート調査

を行った。結果を表６に示す。

　どの項目も「役に立つ」と回答した受講者が８割以上

であり，研修の満足度が高いことがうかがえる。

　また，研修内容については「良くなかった」と回答し

た受講生はみられず研修内容に対する満足度も高い（表

７）。参考に，ある受講生の第１～３回までのアンケー

ト結果を資料１に示す。満足度についても「良かった」

と答えた受講生が１００％であった。

表４　研修レポートの例

表５　主幹教諭研修　受講者種別

～１０年 １１～１６年 １７～２５年 ２５年～ 計

小学校 ３⑴ ３ ６⑴

中学校 １ ４ ２ １⑴ ８⑴

機関等勤務者 ２ ２ ４

（　）は女性

写真１　第２回　主幹教諭研修（ZOOM）

学校組織マネジメント

写真２　第３回　主幹教諭研修

メンタルヘルス

写真３　第４回　主幹教諭研修

教育行政と教育法規

鳴門教育大学学校教育研究紀要6



Ⅷ　まとめ

　本年度から県教育委員会，NITSと本学で取り組んで
きた主幹教諭研修について示してきたが，NITSの地域
センターが大学内に設置されたことは，これまでの研修

に関わる大学としての役割が大きく変わるきっかけにな

ると考えることができる。それは，研修機関としての大

学という新しい役割である。

　これまで，教員研修に関して大学はサプライサイドで

しかなかった。県主催の研修講座の講師や教職大学院に

おける現職教員研修派遣の受け皿という形である。しか

し，大学内に NITSという研修機関が設置されたことは，
デマンドサイドである教育委員会とサプライサイドであ

る大学が教員研修というテーマで新しい関係性を構築で

きる可能性を示している。大学が本格的に養成・採用・

研修の一体化に直接的に関わるという新しい役割ができ

たと考える。しかし，その役割を担うためには，大学に

それに似合う現場に即した喫緊の課題解決ができる機能

が必要になる。

　さらに，これまで教員にとっての大学は，養成の場で

しかなく，修了してしまえば足が遠くなってしまうとこ

ろであった。そのため，卒業生や修了生に対しても十分

アフターケアができていたかといえば，疑問の残るとこ

ろである。教員として活躍している，卒業生や修了生が

受講生として参加することで大学が身近なものになって

いくことが期待できる。また，出身大学，大学院でなく

とも新たな関係性が構築できる可能性もある。学びたい

という教員を大学が支援できる可能性である。養成と研

修に関しては，県教育委員会並びに地域の教育委員会と

大学が一緒になって「学び続ける教員」をどう育ててい

くかをともに考え，それを実行していくことが必要であ

る。その中心となるのが NITS四国アライアンス鳴門教
育大学センターであると考える。

参考引用文献

中央教育審議会（２０１５）　これからの学校教育を担う教

員の資質能力の向上について～学び合い，高め合う教

員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）

鳴門教育大学（２０１８）　平成２９年度　教員の養成・採用・

研修の一体的改革推進事業　報告書

鳴門教育大学（２０１９）　平成３０年度　教員の養成・採用・

研修の一体的改革推進事業　報告書

福田幸司・大林正史・前田洋一・藤井伊佐子・日切真

（２０１７）　教職大学院と県教育委員会・教育センターと

の連携による主幹教諭・指導教諭研修プログラムの成

果と課題：研修受講者と教職大学院教員への聞き取り

調査を通して　鳴門教育大学学校教育研究紀要

（３２），１４７－１５８

大林正史　佐古秀一（２０１６）　教職大学院と県教育委員

会・教育センターとの連携による主幹・指導教諭研修

プログラムの開発と実践　鳴門教育大学学校教育研究

紀要（３１），１５３－１６２

徳島県教育委員会（２０２０）　令和２年度　とくしま教職

員研修

とくしま教員育成指標　徳島県教育委員会　平成３０年

溝上慎一（２０１４）　アクティブラーニングと教授学習パ

ラダイムの転換　東信堂

Michael B. Horn Staker, Heather　小松健司訳（２０１７）　ブ
レンディッド・ラーニングの衝撃　教育開発研究所

現職教員の資質向上に寄与する「ラーニングポイント制」

https://www.mext.go.jp/content/20200626-mxt_kyoikujinzai
01-000008267-6.pdf　２０２０年９月２９日確認

表６　主幹教諭研修の有効性

表７　主幹教諭研修の満足度

回数 科目名 育成指標項目
役に立つ 無回答

人数 ％ 人数 ％

第２回
学校経営と組織
マネジメント

組織マネジメント力 １７ １００．０％ ０ ０．０％

組織づくり力 １４ ８２．４％ ３ １７．６％

第３回
メンタルヘルス
と働き方改革

社会性・コミュニ
ケーション力

１７ ９４．４％ １ ５．６％

職場環境づくり力 １６ ８８．９％ ２ １１．１％

第４回
教育行政と教
育法規

組織マネジメント力 １５ ８３．３％ ３ １６．７％

倫理観 １６ ８８．９％ ２ １１．１％

人材育成力 １７ ９４．４％ １ ５．６％

回
数 科目名 研修題目

大変
良かった

おおむね
良かった

あまり良く
なかった

全く良く
なかった

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

第
２
回

学校経営と
組織マネジ
メント

学校経営と組
織マネジメン
ト

１４ ８２．４％ ３ １７．６％ ０ ０．０％ ０ ０．０％

第
３
回

メンタル
ヘルスと
働き方改
革

教員のメンタ
ルヘルスケア

１５ ８３．３％ ３ １６．７％ ０ ０．０％ ０ ０．０％

ポストコロナ
を考える

１６ ８８．９％ ２ １１．１％ ０ ０．０％ ０ ０．０％

第
４
回

教育行政
と教育法
規

学校における
働き方改革

１３ ７２．２％ ５ ２７．８％ ０ ０．０％ ０ ０．０％

徳島型メン
ター制度

１６ ８８．９％ ２ １１．１％ ０ ０．０％ ０ ０．０％

教育法規の具
体的運用

１７９４．４％ １ ５．６％ ０ ０．０％ ０ ０．０％
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別添　資料

第１回 第２回 第３回

関連する「とく
しま教員育成指
標」に関して，
今回の研修講座
は，あなたの資
質・能力の向上
に役立ちますか。

大いに役立つ 大いに役立つ 大いに役立つ

育成指標に関し
て，役立つと感
じた項目はどれ
ですか。（複数回
答可）

協働力「Ａ組織マネジメント力」；学校マネジ
メント力「Ｂ組織づくり力」；

素養「Ｅ社会性・コミュニケーション力」；学校
マネジメント力「Ｃ危機管理力」；学校マネジメ
ント力「Ｇ職場環境づくり力」

協働力「Ａ組織マネジメント力」；素養「Ｂ倫理
観」；学校マネジメント力「Ｅ人材育成力」

講義１

満足度 大変良かった 大変良かった 大変良かった

理由

働き方改革は，時短ではなくどこにエネルギー
を入れて機能的・効率的にマネジメントしてい
くことが大事というところに，働き方改革の本
質があるんだと理解することができた。また，
地域ぐるみで学校を運営できるような組織にし
ていくことも次世代の学校づくりにつながるこ
とがよく分かった。

教職員のメンタルヘルスケアについては，教職員
の働き方改革とともに考えていかなければならな
いことである。中でもワークエンゲージメントに
ついては，今まであまり考えたことがなく，自分
自身も含めワークバランスを考えていく必要があ
ることがわかった。また，教職員への関わり方に
ついても，ケアの仕方，アプローチの仕方の工夫
や対話の必要性について考えることができた。

本校において教職員の働き方改革への意識が高
まってきているところである。しかし，自校でで
きることについて話し合ったり，具体的な取り組
みについて共有したりはできていない現状があ
る。その中で，他校種や他校の取り組みを知るこ
とができたので，自校への取り組みに生かしてい
きたい。

講義２

満足度 大変良かった 大変良かった

理由

相談に対して，管理職の視点として取り組めたこ
とがよかった。管理職として，適切なアドバイス
や方向性を示すことの難しさを感じることができ
た。
　また，コロナ対策についても，自身の認識の甘
さや自校で不足している部分もあったので，いろ
んな対応についても学ぶことができ，明日からの
教育に生かしていきたい。

恥ずかしながら徳島県教育関係職員必携について
は，正直聞いたことも見たこともないものであっ
た。教育法規について，それぞれの法規を単体で
調べることはあったが，様々な法律と照らし合わ
せながら調べることができることから，今後，い
ただいた手引きを使いながら活用していきたい。

講義３

満足度 大変良かった 大変良かった 大変良かった

理由

法規については，すべてにおいて根拠になるも
のであることから，意味理解した上で学校運営
等に臨む必要がある。職務の改善や働き方改革
についての話の際には，法的根拠をもって職員
に伝達することで，より高い意識をもって勤務
時間を意識したり職務に励んだりできるのでは
ないかと感じた。

法規について知らないことも多く考えさせられ
た。メンタルヘルスケアに関わる法規が多いこと，
地方公務員法と労働安全法との関わりなども知る
ことができた。

本校は，メンターリーダーをたてたり年間計画を
作成したりするなど，きちんとしたメンター制度
はできていない。そのため，今後メンター制を取
り入れるにあたって，どのようなことに気をつけ
ながら進めていったらよいか，どのように共有し
ていけばよいかを考えることができた。職員室で
は，先輩教員が指導方法を伝えたり，一緒に声を
かけながら進めたり，とメンター制の土壌はでき
ていると思う。今回学んだことを生かせるように
管理職と連携をとりながら，うまく進めていけた
らと思う。

研修講
座全体
を通し
て　　

活用度 大いに生かせる 大いに生かせる 大いに生かせる

理由

事前に資料をいただいていたことで，あらかじ
め研修について大まかなイメージができ，研修
の実際時には講師の先生の話で，より研修内容
について深めることができた。講師の先生には，
具体例や統計等を用いながら説明をいただいた
ことで，自校と比較したり生かせることはない
か考えたりしながら研修を受けることができ
た。

たくさんの先生方の考え方や話し合いの進め方等
学ぶことが多かった。みなさん自分をしっかりと
もっており，組織マネジメントについても，いろ
んな視点で考えられていたので勉強になった。
校内でのことになるが，相談事を行うときは，管
理職どちらかと相談するよりも，校長・教頭・教
務・担任等複数で共有することで対策等も深まる
ことがわかった。

前回よりも先生方と意見の交流も増え，自分では
浮かばないようなことや他校の取り組みも知るこ
とができた。次回を楽しみにしている。

講義１のテーマ 「学校経営と組織マネジメントについて」 「教職員のメンタルヘルスケア」 「学校における働き方改革」

講義２のテーマ 「ポストコロナ禍の対応を考える」 「教育行政の根幹である教育法規の具体的運用」

講義３のテーマ 「研修テーマに関する法規について」 「研修テーマに関する法規について」 「徳島型メンター制度について」
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